
福山市上下水道局公告第３０号 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の５第１項の規定に

より、福山市上下水道局が発注する次の案件について、一般競争入札に参加する者に必要な資格（以下

「入札参加資格」という。）及びその資格審査に係る申請手続などについて次のとおり定めたので、同

条第２項並びに令第１６７条の６第１項及び福山市上下水道局契約規程（昭和４６年水道企業管理規程

第８号）において準用する福山市契約規則（昭和４１年規則第１３号）第２７条の規定により公告しま

す。 

 

２０２６年（令和８年）２月２０日 

 

福山市上下水道事業管理者     

小 川 政 彦     

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）件名 

福山市上下水道局カラーデジタル複合機の使用に関する契約  

（２）履行の内容 

   仕様書のとおり。 

（３）印刷予定枚数 

５年間のカラー印刷予定枚数（カウント）      １２１，２００枚／年×５年 

５年間のモノクロ印刷予定枚数（カウント）   １，１５５，６００枚／年×５年 

ただし、５年間の印刷予定枚数は、使用実績等を基に算定したものであり、今後の印刷枚数を保

証するものではない。 

（４）契約期間 

   ２０２６年（令和８年）４月１日から２０３１年（令和１３年）３月３１日までとする。 

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約） 

ただし、この契約に基づく物件の提供後、当該期間後に福山市上下水道局が行う物件に関す

る契約において、物件の設置が２０３１年（令和１３年）４月１日を超過すると見込まれる場

合には、協議の上、契約期間を延長することができるものとする。  

（５）設置場所 

   福山市古野上町１５番２５号外 

（６）入札書の記入について 

入札書には、カラー印刷１枚（カウント）当たりの単価（税抜）及びモノクロ印刷１枚（カウン

ト）当たりの単価（税抜）並びにこれらの単価を基に算定した５年間の予定総額（税抜）を記載す

ること。 

なお、これらの単価は、機器（オプション等を含む。）使用料、運搬料、設置料、設定料、操作

方法指導料、メンテナンス料、消耗品料、その他物件の使用に必要な費用（電気使用料、ＦＡＸ機

能使用に伴う電話線に係る費用及び通信料並びに用紙及びステープル針に係る費用を除く。）に加

え、物件の撤去の際に必要な費用も全て含めた上で算定すること。 

 

２ 入札参加資格 

次に掲げる条件を全て満たす者で、入札参加資格の確認において、その資格があると認められた

ものとする。  

（１） ２０２５年度（令和７年度）から２０２７年度（令和９年度）福山市企画財政局財政部資産



活用課の競争入札参加資格において、次の登録を受けている者 

   種目 （１７）リース又は（１８）レンタル 

（２） 令第１６７条の４の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 

（３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てを行っていない者（更生手続開始又は

再生手続開始の決定を受けている者を除く。）であること。 

（４） この案件の公告の日から落札決定の日までのいずれの日においても、福山市の指名除外又は

指名留保期間中でない者であること。 

（５） 福山市に納付すべき市税等（水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金及び集落排

水処理施設使用料を含む。）の滞納がない者であること。 

（６） 国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。  

（７） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号か

ら第４号及び第６号に該当しない者であること。 

（８） 仕様書に定める複合機の機能を確実に満たすことができることを証明した者であること。 

 

３ 入札参加資格審査の申請手続 

（１）申請の方法  

この入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格審査申請書（様式１号）に、次に掲

げる書類を添付して提出しなければならない。（次のイ、ウに掲げる書類は、一般競争入札参

加資格審査申請書を提出する日の３か月前の日以降に発行されたものを添付すること。） 

ア 受付票（様式２号） 

イ 市税の完納証明書（写しでも可。福山市に納付すべき市税の滞納がないことを証明したも

の。ただし、本市における納税義務のない者は、申立書（様式３号）を提出すること。） 

ウ 納税証明書（写しでも可。国に納付すべき消費税及び地方消費税の納税証明書（その３未

納の税額のないこと用。）） 

エ 委任状（様式４号。入札、契約締結等に関する権限を支店長、営業所長等に委任する場合

に提出すること。） 

オ 誓約書（様式５号） 

カ 仕様書に定める複合機の機能を確実に満たすことができることを確認できるカタログ等

（カラーデジタル複合機のランク別の機種名（型番を含む。）及びオプションの一覧）（任意

様式） 

（２) 入札参加資格の審査時期  

入札参加資格は、入札実施後に、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをし

た者について落札候補者として審査を行い、落札決定を行う。なお、当該落札候補者の入札が

当該審査により無効とされた場合は、次順位者以降について入札参加資格審査を行い、落札決

定を行う。  

（３）申請期間  

２０２６年（令和８年）２月２０日（金）から同年３月１０日（火）まで（ただし、上下水

道局の閉庁日を除く。）の午前９時から午後５時までの間、随時受け付ける。  

（４）申請書の入手先、提出先及び申請に関する問い合わせ先  

ア 入手先 

福山市ホームページ 

イ 提出先及び申請に関する問い合わせ先 

〒７２０－８５２６ 

広島県福山市古野上町１５番２５号 



福山市上下水道局経営管理部管財契約課 

℡（０８４）９２８－１５０３（直通） 

 （５）申請方法 

     持参又は郵便（配達証明付書留郵便）による。 

     なお、郵便の場合は必ず提出先及び申請期限までに到達すること。到達しなかった場合は、 

無効とする。 

 

４ 仕様書等の確認方法等 

（１）仕様書等の確認方法 

福山市ホームページで確認を行うものとする。 

（２）仕様書等の質問及び回答 

仕様書等に対する質問がある場合は、２０２６年（令和８年）３月５日（木）までに、所定の

質問書（様式６号）により、持参又はファクシミリにより福山市上下水道局経営管理部管財契約

課に提出すること。（ＦＡＸ番号：（０８４）９２８－１６３１）（ファクシミリによる場合は、電

話した上で行うこと。℡（０８４）９２８－１５０３） 

なお、質問に対する回答については、２０２６年（令和８年）３月６日（金）までに、福山市

ホームページに掲載する。 

 

５ 入札書の提出期限、提出方法及び提出先 

 （１）提出期限 

   ２０２６年（令和８年）３月１０日（火）午後５時までに必ず提出（郵便の場合は到達）する

こと。 

 （２）提出方法 

   持参又は郵便（配達証明付書留郵便に限る。別添の「郵便等入札の手引き」によること。）によ

る。 

 （３）提出先 

上記の３（４）の提出先に持参又は郵送のこと。 

 

６ 開札の日時及び場所  

（１）日時（立会は任意）  

２０２６年（令和８年）３月１１日（水）９時００分 

（２）場所  

広島県福山市古野上町１５番２５号 

福山市上下水道局 本館２階中会議室 

 

７ その他 

（１）契約手続等において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（２）入札保証金及び契約保証金 

免除 

（３）入札違約金 

落札者が指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札決定を取り消すとともに、

落札者は落札金額（落札者が落札の際に入札した５年間の予定総額の１００分の１１０に相当す

る金額）の１００分の５に相当する金額を入札違約金として納めるものとする。 

（４）落札者の決定方法 



予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者について、後日、入札参加資格

審査を行い、有効な入札書を提出したと判断されたものを契約の相手方とする。  

（５）無効入札 

次のいずれかに該当する入札は、無効とするものとする。 

ア 入札参加資格のない者が入札したとき。 

イ 記名押印を欠く入札 

ウ 金額を訂正した入札 

エ 入札が取り消すことができる無能力者の意思表示であるとき。 

オ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 

カ 入札者が２以上の入札をしたとき。 

キ 他人の代理を兼ね、又は２以上を代理して入札をしたとき。 

ク 入札者が連合して入札したとき、その他入札に際して不正の行為があったとき。 

ケ 必要な記載事項を確認できない入札 

コ 再度入札をした場合において、その入札が１であるとき。 

サ その他特に指定した事項に違反した入札 

（６）再度入札 

再度入札の場合は、郵便等によらず、指定する日時及び場所に、入札書を持参すること。 

（７）その他 

この入札に際しては、福山市上下水道局が定めた「入札条件・入札心得」に従うので、その内

容をよく確認すること。 

（８）特約事項 

この入札による契約は、福山市議会における当該契約に係る２０２６年度（令和８年度）収入 

支出予算が成立した時をもって効力を生じるものとする。 

また、２０２７年度（令和９年度）以降の当該契約に係る収入支出予算の減額又は削除があっ

た場合は、福山市上下水道局はこの契約を解除することができるものとする。 

この場合において、福山市上下水道局は何らの責めも負わないものとする。 


